
令和６年１０月１日 

足立区介護保険課 

 

介護事業所に対する監査結果の公表について 

 

足立区は、下記法人の運営する介護事業所（指定地域密着型通所介護事業所、指定

居宅介護支援事業所）に対し、介護保険法（以下「法」という。）に基づく監査を実施

したところ、介護報酬の不正請求等が行われたことを確認しましたので、以下のとお

り該当の法人名等を公表します。 

なお、同法人は、令和５年７月に各事業所を廃止したため、行政処分の対象とはな

りませんが、介護事業は多くの方が利用する公益性の高い事業であり、利用者の適切

な介護サービス事業所の選択に資する情報を提供する必要性が高いことから、公表し

ます。 

 

１ 法人の名称及び所在地 

（１）名 称  株式会社トリプル 

代表取締役 鈴木 高明 

（２）所在地  東京都足立区鹿浜５－５－２２ 

 

２ 不正請求等が確認された事業所名等 

（１）事業所名    デイサービスすずのき 

   所在地     東京都足立区鹿浜５－５－２２ 鈴木ビル１階 

   サービス種別  指定地域密着型通所介護 

（２）事業所名    ケアマネジメントすずのき 

所在地     東京都足立区鹿浜５－５－２２ 鈴木ビル１階 

サービス種別  指定居宅介護支援 

 

３ 監査で確認された不正内容 

（１）指定地域密着型通所介護事業所 

① 不正な手段による指定申請 

（法第７８条の１０第１項第１１号による指定取消し等の事由に該当） 

地域密着型通所介護事業所の指定申請において、明らかに勤務できない者の 

名義を用いて、虚偽の指定申請書を作成し区に提出した。 

 

  ② 人員基準違反 

（法第７８条の１０第１項第４号による指定取消し等の事由に該当） 

    指定申請書に記載した管理者が不在のまま指定地域密着型通所介護事業所を

運営した。 

 

③  不正又は著しく不当な行為 

（法第７８条の１０第１項第１４号による指定取消し等の事由に該当） 

    令和４年１０月に過去５年に遡る変更届等を提出し、平成３１年１月の利用

者の定員を変更する等の変更届において、届出書に記載した看護職員が事業所



に就職する以前にもかかわらず、平成３１年１月から約１年間、事業所に勤務

したとする変更届を提出した。 

 

④  不正請求 

（法第７８条の１０第１項第８号による指定取消し等の事由に該当） 

    指定地域密着型通所介護サービスの利用、および入浴加算の対象となる入浴

介助の実態がない、あるいは実態の把握がないまま、不正に介護給付費を請求

し受領した。 

 

（２）指定居宅介護支援事業所 

  ① 不正請求 

（法第８４条第１項第６号による指定取消し等の事由に該当） 

    令和４年８月から令和５年２月にかけて、指定居宅介護支援事業所の人員及

び運営に関する基準において、少なくとも１月に１回のモニタリングの結果を

記録することと定められているにもかかわらず、モニタリングの結果の記録を

行わないまま、対象となる月の介護報酬を減額せず、不正に介護給付費を請求

し受領した。 

 

② 虚偽報告 

（法第８４条第１項第８号による指定取消し等の事由に該当） 

    一部の利用者のモニタリング記録が無いまま、区の監査を受け、遡って記録

を作成しないよう区が注意したにもかかわらず、監査中にモニタリング記録を

作成し、もとよりモニタリング票が存在していたとして虚偽の報告を区に行っ

た。 

 

４ 不正受領額   約９６万円 

内訳 

①  指定地域密着型通所介護事業    約３１万円 

② 指定居宅介護支援事業       約６５万円 

※介護給付費以外の扶助費などは含みません。 

 

５ その他 

（１）不正、違反行為により、不正に請求された介護給付費について、法人に対し法第

２２条第３項に基づき返還通知を交付しました。 

（２）同法人は、監査の聴聞前に廃止届を提出したため、同法人の役員は、事業廃止後

５年間、介護事業所の指定を受けられない者に該当します。 

 

なお、同法人が運営していた指定訪問介護事業所においても不正請求が確認され

ています。指定訪問介護事業所の不正請求等については、別途、指定権者である東京

都から公表されます。 

 

 

【問合せ先】 

足立区福祉部高齢者施策推進室介護保険課事業者指導係  電話 03-3880-5746 



関係法令 
 
介護保険法（平成９年法律第 123号） 

第二十二条 

３ 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域

密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一

項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス

事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者（以下この項において「指定居宅サービス事業

者等」という。）が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、

第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は

第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額

につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することが

できる。 

第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等（居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費

の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。）に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行っ

た者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供

の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者で

あった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等（以下「介護給付等対象サービス」という。）の内容に関

し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

３ 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人

の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である要介護被保険者（以

下「住所地特例適用要介護被保険者」という。）に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含

む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着型サービス事業者」という。）から当該指定に係る地域密着型サー

ビス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス（以下「指定地域密着型サービス」という。）を受けた

ときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用（地域密着型通所介護、認知症

対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及

び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要す

る費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）につ

いて、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による

指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでな

い。 

第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者（以下「指定居

宅介護支援事業者」という。）から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援

（以下「指定居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援

に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。 

第七十六条 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定

居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であっ

た者（以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の

提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サ

ービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅

サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、

その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定によ

る権限について準用する。 

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス

事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に

規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの

の開設者）の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サー



ビス事業を行う事業所（第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事

業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（特定地

域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしてい

る住所地特例適用要介護被保険者を含む。）に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービ

ス費の支給について、その効力を有する。 

４ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複合型サービス

（厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号

の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはな

らない。 

七 申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分に係る行政手

続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの

間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由があ

る者を除く。）又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由が

ある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の

規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人

（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業

所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る

法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人

でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は

指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

第七十八条の七 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密

着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

であった者（以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しく

は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者

若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ

せ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定地域密着型サービ

スの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権

限について準用する。 

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業

者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を

停止することができる。 

四 指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、

第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五

項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。 

八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 

十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。 

十四 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不

当な行為をしたとき。 

第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請に

より、居宅介護支援事業を行う事業所（以下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。 

２ 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指

定をしてはならない。 

六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基

づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込ま

れる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以

内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第八十二条第二項の規定による事業

の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して

五年を経過しないものであるとき。 



第八十三条 市町村長は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者

であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定居宅介護支援事業者

であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若

しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当

該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その

他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定によ

る権限について準用する。 

第八十四条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第

四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができ

る。 

六 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。 

八 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十三条第一項の規定により出頭を求め

られてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定に

よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場

合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを

除く。 


